
土木工事間接工事費投入調査の概要 

 

 １．調査の目的 

 この調査は、１０府省庁（総務省、内閣府、金融庁、財務省、文部科学省、厚生労

働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省）の共同事業として行われる

令和２年（2020 年）産業連関表作成における国土交通省が担当する建設部門の投入額

の推計に必要な基礎資料を得るために行ったものである。 

 

 ２．調査事項 

 公共工事内訳調査の補完調査として、北海道開発局、各地方整備局（８）、沖縄総

合事務局、都道府県が、令和２年度中に発注した国土交通省所管の公共土木工事の共

通仮設費、現場管理費の詳細な費用内訳を調査した。 

 

 ３．調査対象工事の選定、調査方法 

 調査対象工事は、公共工事費投入調査で対象となった工事の中から、北海道開発局、

各地方整備局（８）及び沖縄総合事務局については、６～１０件（建設関係５件程度、

港湾関係３件程度及び空港関係２件程度）の工事、都道府県の発注分については１件

（街路事業、土地区画整理事業、下水道事業、公園事業及び港湾機能施設整備事業の

うち国土交通省が指定するいずれかの事業）の工事について、それぞれ発注機関の有

意により選定を行い、発注機関を経由して、調査票の配布及び収集を行った。 

 

 ４．調査対象工事件数 

   調査対象工事件数は、発注機関別に下記のとおり。 

    北海道開発局、各地方整備局（８）、沖縄総合事務局 各１０件程度 

    都道府県                          各  １件 合計１３３件 

 

 ５．調査対象報告者 

  調査の対象報告者は、調査対象工事を受注した元請建設業者とする。 

 

 ６．調査票回収状況 

   回収及び有効調査票件数は１１５件（有効回答率８６．５%）であった。 

 

７．その他 

   調査票は次ページ以降に収録。 
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調査のお願い

令和４年2月23日（水）

hqt-siot-ken-tou@gxb.mlit.go.jp
国土交通省総合政策局情報政策課建設経済統計調査室統計企画第一係

〒100-8918 東京都千代田区霞が関２－１－2

　

１．調査対象工事

この調査の対象とする工事は、次のとおりです。

なお、この工事は令和２年度中に、貴社が、

２．会社・記入者

（ － ）

〒

( )

( )

３．記入に当たってのお願い

　（１） 金額欄　  内に数字（金額は千円単位）を記入して下さい。該当がない場合は、空欄にしてください。

　（２） 金額は、原則として消費税抜きで記入してください。

　（３） 調査票には、原則として実績額を記入していただきますが、調査対象工事が竣工していない場合は、見積額を記入してください。

　（４） 外注費についても、各費目・区分に分解して記入してください。

　（５） 後日、調査票の記入内容について問い合わせをさせていただく場合もありますので、記入済の調査票の写しを保管していただきますよう

 　 お願いします。

Ⅰ．工事費内訳　（設計変更のある場合は、設計変更後の工事費を記入してください。）

01

02

03

 (1)共通仮設費 04

①積上計上分 05

②率計上分（現場環境改善費） 06

③率計上分（その他） 07

 (2)現場管理費 08

09

0
  ４頁 Ⅱ.「(C) 率計上分（その他）」と一致します。
　　　⇒内訳を４頁のⅡ．「(C) 率計上分（その他）」に記入してください。

0
  ５頁 Ⅱ.「(D) 現場管理費」と一致します。
　　　⇒内訳を５頁のⅡ.「(D) 現場管理費」に記入してください。

 4. 一般管理費等 0   本・支店経費等で、1.工事請負金額 －（2.直接工事費 ＋ 3.間接工事費）の額です。
  赤字の時は、△で記載してください。

0 　①＋②＋③

0
  ２頁 Ⅱ.「(A) 積上計上分」と一致します。
　　　⇒内訳を２～３頁のⅡ．「(A) 積上計上分」に記入してください。

0
  ４頁 Ⅱ.「(B) 率計上分（現場環境改善費）」と一致します。
　　　⇒内訳を４頁のⅡ．「(B) 率計上分（現場環境改善費）」に記入してください。

 2.直接工事費  工事施工に直接必要となる材料費、労務費、光熱・水道・電力料、機械経費等

 3.間接工事費 0  工事原価のうち、2.直接工事費以外の経費（ (1) + (2) ）

区　　　　　分 金　　　　　額 内　　　　　　容
（単位：千円）

 1.工事請負金額  設計変更後の金額で、支給材料を含めた工事費合計

所 在 地

記 入 者 連 絡 先
所属部署名 電 話 番 号

記 入 者 名 E-mail Fax 番 号

事 業 所 名 建 設 業 許 可 番 号 大臣 ・ 知事

工 事 名

事 業 種 類 工 事 種 類

から受注された工事の中より選んだものです。

  この調査は、関係府省庁との共同事業で行う令和２年 (2020年) 産業連関表作成に当たって実施する令和２（2020年）産業連関構造調査

の一つであり、国土交通省が担当する建設部門における投入額の推計に必要な基礎資料を得ることを目的として行われるものです。

　産業連関表は、我が国の産業の実態を、財・サ－ビス等の産業間の取引の形で、一つの表にまとめたもので、これまで原則５年ごとに作成

され、国の経済計画をはじめ、各種の経済構造分析、資材需要予測、公共投資の経済効果測定等、その利用は広範にわたり、大変重要な

統計なっております。（総務省ホームページURL:https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/data/io/index.htm参照。）

　提出していただいた調査票に記入された内容は、統計法により秘密が保護され、統計以外の目的で使用することは絶対にありませんの

で、工事内容のありのままを記入してください。

　お忙しいところ大変恐縮ですが、上記の趣旨を御理解の上、御協力をお願い致します。

　なお、本調査について不明の点がございましたら、以下の問い合わせ先までご連絡ください。

調 査 票 の 提 出 期 限 ：

調 査 票 の 提 出 先 ：

問 い 合 わ せ 先 ：

国 土 交 通 省　　　　 整理番号

土木工事間接工事費投入調査票　　　　
- 令和２（2020年）産業連関構造調査 -　　　　

Tel:03-5253-8111（内28-633）　　    Fax:03-5253-1566

○秘  

統計法に基づく国の統計調

査です。調査票情報の秘密

の保護に万全を期します。
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Ⅱ．間接工事費内訳 前頁のⅠ．工事費内訳 太枠内「3.間接工事費」の内訳を記入してください。

金額の記入困難な場合は、「又は割合」欄に、割合を記入していただいても構いません。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

） 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

） 21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

） 35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

） 45

(8)その他  その他工事施工上必要な安全対策等に要した費用

主な費用と内容 (　　)  内容(

(6)機械修理費 上記（4）（5）の機器の効用を持続するために必要な整備及び修理の費用

(7)労務賃金 保安・安全対策等に要する労務賃金（交通誘導警備員に関する費用は直接工事費に計上）

(4)減価償却費（損料）
　　（リース料を除きます。）

 無線・警報装置、防護柵、バリケード、照明器具及び建設機械等の償却費（損料）

(5)機械等リース料  無線・警報装置、防護柵、バリケード、照明器具及び建設機械等のリース料

(2)プラスティック製品  セーフティーコーン、ビニール防水板、養生シート等の損料積算以外の消耗品購入費

(3)金属製品  標示板、標識、保安燈等の損料積算以外の消耗品購入費

4.安全費
　　　（(1)～(8) 計） 0 100 工事の施工上必要な安全対策等に関連する費用

(1)繊維製品  落下防止用ネット等の損料積算以外の消耗品購入費

(12)その他  その他工事施工上必要な事業損失防止施設に要した費用

主な費用と内容 (　　)  内容(

(10)委託外注費  環境保全調査等の委託外注費

(11)労務賃金  事業損失防止施設に要する労務賃金

(8)据付用機械費  公害防止フェンス、排水処理機等の据付用機械費用

(9)油脂・燃料費  軽油、ガソリン、灯油等購入費

(6)資材等リース料
 足場･型枠等の仮設資材、鋼矢板、ワイヤーロープ、ガードレール、ビニール防水板
等の鋼材類及び金属製品等並びに建設機械、計測器械、送配電機器等のリース料

(7)機械修理費 上記（5）（6）の機器の効用を持続するために必要な整備及び修理の費用

(4)生コン  生コン、コンクリート製品等の購入費

(5)減価償却費（損料）
　　（リース料を除きます。）

 足場･型枠等の仮設資材、鋼矢板、ワイヤーロープ、ガードレール、ビニール防水板等の
鋼材類及び金属製品等並びに建設機械、計測器械、送配電機器等の償却費(損料)

(2)素材  損料積算以外の杭、丁張等の丸太等購入費

(3)セメント等  砂、砂利、石材、セメント等の窯業製品の購入費

3.事業損失防止施設費
　　　（(1)～(12) 計) 0 100

 騒音、地盤沈下等の事業損失を未然に防止するための仮施設及び調査等に
関連する費用

(1)製材  損料積算以外の杭、丁張等の製材等購入費

(9)その他  その他工事施工上必要な準備に要した費用

主な費用と内容 (　　)  内容(

(7)委託外注費  調査・測量等の委託外注費

(8)労務賃金  準備、後片付けに要する労務賃金

(5)機械修理費 上記（3）（4）の機器の効用を持続するために必要な整備及び修理の費用

(6)油脂・燃料費  軽油、重油、揮発油、潤滑油等の購入費

(3)減価償却費（損料）
　　（リース料を除きます。）

 伐採、除根、整地等に要する機械工具及び測量器材の償却費（損料）

(4)機械等リース料  機械等（伐採、除根、整地等に要する機械工具及び測量器材）のリース料

(1)製材  損料積算以外の杭、丁張等の製材等購入費

(2)素材  損料積算以外の杭、丁張等の丸太等購入費

主な費用と内容 (　　)  内容(

2.準備費
　　　（(1)～(9) 計） 0 100

 直接工事の歩掛に入らない準備、後片付け、測量、丁張及び伐開等に要する
費用

 その他工事施工上必要な運搬に要した費用

(3)労務賃金  運転手等の労務賃金

(4)減価償却費（損料）  貨物自動車等の償却費（損料）

(1)貨物輸送費
  運送業者への外注費

(2)自家輸送費

 自家輸送（(1)以外の輸送）による燃料、貸自動車料、自動車修理費等で、運転手賃
金及び車の償却費（損料）は除きます。

共
通
仮
設
費

(A)積上計上分 0 100  1.～ 8.の合計　《１頁3.(1)「①積上計上分」と一致します。》
　〈積上計上分には、積上計上を行った項目を記入してください。〉

1.運搬費
　　　（(1)～(6) 計） 0 100

 建設機械器具、仮設材及び機材の運搬（現場内小運搬を含みます。）等に要する
費用

(5)船舶回航費  船舶、鉄道コンテナ、航空機等による運搬費

(6)その他

区　　　　　分 金　　　　　額 又は割合
（％）

内　　　　　　容
（単位：千円）

間接工事費合計　　 0 100  (A)＋(B)＋(C)＋(D)の合計　《１頁「3.間接工事費」と一致します。》
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01

02

03

04

05

06

） 07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

） 18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

） 34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

） 47

(11)その他  その他工事施工上必要な現場環境改善に要した費用

主な費用と内容 (　　)  内容(

(9)無線電機通信機器  テレビ・ラジオ等の購入費

(10)仮設建物リース料  仮設建物等のリース料

(7)舗装材料  アスファルト舗装材等の購入費

(8)窯業・土石製品  骨材等の購入費

(5)熱間圧延鋼材  各形鋼等の購入費 

(6)建設用金属製品  柵、ボルト・ナット、くぎ、ワイヤーロープ等、金属製品の購入費

(3)合板  合板等購入費

(4)セメント等  砂・砂利・石材・セメント等の購入費

(1)製材  製材等購入費

(2)素材  丸太等購入費

主な費用と内容 (　　)  内容(

8.現場環境改善費
　　　((1)～(11)計) 0 100

 特別な現場環境改善を行った費用
 (費用が巨額となるため現場環境改善（率分）で計上が適当でない場合）

(12)労務賃金  営繕等に要する労務賃金

(13)その他  その他工事施工上必要な営繕に要した費用

(10)機械償却費  建設機械、自動車、電気通信機器等の減価償却費（損料）

(11)機械修理費 上記（10）の機器の効用を持続するために必要な整備及び修理の費用

(9)労務者輸送費
 労務者の輸送に係る燃料、自動車修理費等の費用
　　（運転手賃金及び自動車償却費は除きます。）

うち、外注輸送費 (　　)

(7)住宅賃借料  アパート等、宿舎の借上料

(8)非住宅賃借料  事務所等、既存建物の借上料

(5)仮設建物損料
　　（リース料を除きます。）

 リース以外の仮設建物（住宅、事務所、倉庫等）の減価償却費（損料）

(6)仮設建物リース料  仮設建物（住宅、事務所、倉庫等）のリース料

(3)セメント等  砂、砂利、石材、セメント等の窯業製品の購入費

(4)生コン  生コン、コンクリート製品等の窯業製品の購入費

(1)製材  損料積算以外の製材等購入費

(2)素材  損料積算以外の丸太等購入費

主な費用と内容 (　　)  内容(

7.営繕費
　　　（(1)～(13)計） 0 100

 監督員詰所及び火薬庫等の営繕に要する費用、その他現場条件等により積上を要
 する費用

(8)労務賃金  技術管理等に要する労務賃金

(9)その他  その他工事施工上必要な技術管理に要した費用

(6)機械修理料 上記（4）（5）の機器の効用を持続するために必要な整備及び修理の費用

(7)委託外注費  計測、図面作成等の委託外注費

(4)減価償却費（損料）
　　（リース料を除きます。）

 トランシット等測量機器、計測機器、試験器材等の償却費（損料）


(5)機械等リース料  トランシット等測量機器、計測機器、試験器材等のリース料

(2)現像・焼付費等

(3)その他の事務用品


 電力料金の基本料

6.技術管理費
　　　((1)～(9) 計) 0 100

 特殊な品質管理に要する費用、現場条件等により積上げを要する費用、施工合理化調査
 等に要する費用、その他特に技術的判断に必要な資料の作成に要する費用

(1)フィルム費等

(5)その他  その他工事施工上必要な役務等に要した費用

主な費用と内容 (　　)  内容(

区　　　　　分 金　　　　　額 又は割合
（％）

内　　　　　　容
（単位：千円）

共
通
仮
設
費
・
つ
づ
き

(A)

積
上
計
上
分
・
つ
づ
き

5.役務費
　　　（(1)～(5) 計） 0 100

(3)ガス料金  ガス料金の基本料

(4)上・下水道料金  上・下水道料金の基本料

 土地の借上げ等に要する費用及び電力・用水等の基本料金
　　（現場事務所・宿舎等に係る費用は、５頁の（Ｄ）現場管理費に含めてください。）

(1)土地賃借料  土地の借上げ等に要する費用

(2)電力料金
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01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

) 19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
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) 44主な費用と内容 (　　)  内容(

(22)委託外注費  調査、測量、図面作成等の外注費

(23)その他
  その他工事施工上必要な費用

(20)機械等リース料
 自動車、警報装置・防護柵、建設機械、機械工具、測量・計測機器、電気機械、
 見学用施設、仮設建物等のリース料

(21)機械修理費 上記（19）（20）の機器の効用を持続するために必要な整備及び修理の費用

(18)非住宅賃借料  事務所等、既存建物の借上料

(19)減価償却費（損料）
　　（リース料を除きます。）

 リース以外の自動車、警報装置・防護柵、建設機械、機械工具、測量・計測機器、
 電気機械、見学用施設、仮設建物等の償却費(損料)

(16)その他の事務用品

(17)住宅賃借料  アパート等、宿舎の借上料

(14)フィルム費等  試験、測量及び資料作成等に要するフィルム費用等

(15)現像・焼付費等  試験、測量及び資料作成等に要する現像・焼付費用等

(12)プラスティック製品
  セーフティーコーン、ビニール防水板、養生シート等の損料積算以外の消耗品購入費

(13)金属製品  標示板、標識、保安燈,、金属家具等の損料積算以外の消耗品購入費

(10)油脂・燃料費  軽油、重油、揮発油、潤滑油等の購入費

(11)繊維製品  落下防止用ネット等の損料積算以外の消耗品購入費

(8)セメント等  砂、砂利、石材、セメント等の窯業製品の購入費

(9)生コン  生コン、コンクリート製品等の窯業製品の購入費

 損料積算以外の杭、丁張、営繕等に要する丸太等の購入費

(4)自家輸送費
 自家輸送（(2)、(3)以外の輸送）による燃料、貸自動車料、自動車修理費等で、運転
 手賃金及び車の償却費（損料）は除きます。

(5)船舶回航費  船舶、鉄道コンテナ、航空機等による運搬費

 建設機械器具、仮設材及び機材の運搬（現場内小運搬を含みます。）に要する費用等の
運送業者への外注費

(3)旅客輸送費
  労務者の輸送に係わる運輸業者への外注費

(C)率計上分（その他） 0 100   (1)～(23)の合計
　　　《１頁3.(1)「③率計上分（その他）」と一致します。》

(1)労務賃金  運転、準備・後片付け、安全対策、技術管理、営繕等に要する労務賃金

(2)貨物輸送費

(6)製材  損料積算以外の杭、丁張、営繕等に要する製材等の購入費

(7)素材

(17)その他   その他工事施工上必要な現場環境改善に要した費用

主な費用と内容 (　　)  内容(

(15)仮設建物損料
　　（リース料を除きます。）

 リース以外の仮設建物（住宅、事務所、倉庫、休憩所、シャワー室、トイレ等）の減価
 償却費（損料）

(16)仮設建物リース料  仮設建物（住宅、事務所、倉庫、休憩所、シャワー室、トイレ等）のリース料

(13)減価償却費（損料）
　　（リース料を除きます。）

 防護柵、バリケード、照明器具及び各種標識等の償却費（損料）

(14)器具等リース料  防護柵、バリケード、照明器具及び各種標識等のリース料

(11)電気照明器具  損料積算以外で照明灯の安全施設、電光式標識等の照明器具購入費

(12)設備機械
 損料積算以外で用水・電力等の供給設備に要するポンプ、発電器、配線器具等の
 購入費

(9)プラスティック製品  損料積算以外のセーフティーコーン、フラワーポット等の購入費

(10)ゴム製品  損料積算以外の仮歩道マット等の購入費

 損料積算以外の製材等購入費

(3)素材   

(7)熱間圧延鋼材   損料積算以外の仮囲い、模様フェンス等の鋼板

(8)建設用金属製品  損料積算以外のバリケード、表示板等の金属製品の購入費

(5)セメント等  砂・砂利・石材・セメント等の購入費

(6)鋼管  損料積算以外の各鋼管の購入費

区　　　　　分 金　　　　　額 又は割合
（％）

内　　　　　　容
（単位：千円）

共
通
仮
設
費
・
つ
づ
き

(B)率計上分
　　　（現場環境改善費） 0 100

 (1)～(17)の合計
　　　《１頁3.(1)「②率計上分（現場環境改善費）」と一致します。》

 損料積算以外の丸太等購入費

(4)合板  損料積算以外の合板等購入費

(1)樹木・種苗・芝  損料積算以外の緑化に必要な樹木、観葉植物等の購入費

(2)製材
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記入していただいた調査票は、令和４年2月23日（水）までに、
１頁の「調査票の提出先」に記載のメールアドレスへ送信してください。

－　御協力ありがとうございました　－

主な費用と内容 (　　)  内容(

(18)租税公課  印紙類代、自動車税及び固定資産税等の租税公課

(19)その他  その他工事施工上必要な現場管理に要した費用

(16)通信費  電話、郵便料等の通信費

(17)交際費  得意先及び来客等の接待費、慶弔見舞い等に要する費用

(14)その他の事務用品  その他の事務用消耗品購入費

(15)交通費  現場従業員の出張費及び連絡交通費等

(12)自家用自動車輸送  自家用自動車に係る燃料、修繕費等（減価償却費を除きます。）

(13)新聞等購入費  新聞、図書、雑誌等の購入費

(10)損害保険  自動車保険、火災保険、工事保険等の損害保険料

(11)道路貨物輸送  運送業者外注費

 現場労働者の募集及び解散等に要した費用

(8)減価償却費  自家用自動車の減価償却費

(9)光熱・水道・電力料  現場事務所、労務者・職員宿舎等で使用する光熱・水道・電力料

(6)雇用者所得  現場従業員の給料、諸手当、賞与等の費用

(7)その他の給与  現場従業員に係る退職金及び退職給与引当金繰入額、現物支給等

現
場
管
理
費

(D)現場管理費
　　　((1)～(19)計) 0 100

 工事施工に当たって、現場を管理するために必要な共通仮設費以外に要する費用
　　《１頁の3.「(2)現場管理費」と一致します。》

(1)衣服  直接工事費及び共通仮設費に含まれない作業用被服等の費用

(4)福利厚生費
 現場従業員、現場労働者等の慰安、娯楽、医療、慶弔、安全・衛生、研修等福利
 厚生、文化活動に要する費用

(5)法定福利費  現場従業員、現場労働者等の社会保険料等の事業主負担分

(2)身回品  直接工事費及び共通仮設費に含まれない身回品等の費用

(3)募集・解散費用

区　　　　　分 金　　　　　額 又は割合
（％）

内　　　　　　容
（単位：千円）
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